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第５８号議案

豊川市図書館条例及び豊川市生涯学習会館条例の一部改正について

豊川市図書館条例及び豊川市生涯学習会館条例の一部を改正する条例を次の

ように定めるものとする。

平成２５年８月２８日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市図書館条例及び豊川市生涯学習会館条例の一部を改正する条例

（豊川市図書館条例の一部改正）

第１条 豊川市図書館条例（昭和４７年豊川市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項の表に次のように加える。

豊川市一宮図書館 豊川市上長山町小南口原１の５００番地

豊川市小坂井図書館 豊川市宿町光道寺４０番地

（豊川市生涯学習会館条例の一部改正）

第２条 豊川市生涯学習会館条例（平成１９年豊川市条例第６５号）の一部を

次のように改正する。

第６条の表を次のように改める。

名称 利用時間

豊川市一宮生涯学習会館、豊川市音羽生 午前９時から午後１０時まで
涯学習会館、豊川市御津生涯学習会館及

び豊川市小坂井生涯学習会館

豊川市プリオ生涯学習会館 午前１０時から午後９時まで

附 則

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。
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理 由

この案を提出するのは、豊川市図書館を利用する者の利便の向上を図るた

め、一宮生涯学習会館及び小坂井生涯学習会館の図書室を豊川市中央図書館の

分館とする必要があるからである。


